
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月 6 日から 15 日まで、春の全国交通安全運動

期間でした。上津江町内でも各自治会で交通安全の

呼びかけが行われました。 

発行：日田市上津江公民館 

 〒877-0311 大分県日田市上津江町 2710 

 電話 0973-55-2043 fax 0973-55-2728 

 メールアドレス：k-tsue-k@hita-net.jp 

ホームページ：http://www.hita-k.org/kamitsue/ 

   ☆上津江の話題はホームページから！☆ 

 

桜の花びらも大半が散り落ち、葉桜の季節を迎

えました。 

上津江町内では様々な種類の美しい桜を、町の

いたる所で目にしました。中にはこれから見頃を

迎えるものもあり、あらためて上津江の自然の豊

かさ、素晴らしさを感じます。 

さて、4 月となり令和 2 年度幕明けの時期では

ありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の

為、小中学校の臨時休業期間が延長されるなど、

日田市内の教育機関では様々な対策がとられてお

ります。 

市内の社会教育施設（図書館、博物館、アオーゼ、 

 

 

地区公民館 等）も臨時休館の期間が延長されるこ

ととなりました。 

それに伴い、上津江公民館も公民館活動や自主

教室等の中止期間が延長されます。 

休館・活動中止期間は５月 6 日まで。

ただし、状況により変更されることがございます。 

地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します

が、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 
 

※淡窓図書館では図書館のカードをお持ちの方を

対象に、事前申込みによる本の貸出しが開始さ

れています。詳しくは淡窓図書館までお問い合

せ下さい。 

 

 上津江公民館の盆栽教室が社会教育功労者とし

て、今年の３月に日田市社会教育連絡協議会より感

謝状を贈られました。 

盆栽教室は、平成１５年に発足し、今年で１８年目

を迎えます。酒井壽生先生の指導で、盆栽教室の他、

地域の草刈りや一般家庭の庭木の剪定などを要望に

応じて行っています。 

また、毎年６月に振興局ロビーで行われる作品展

は、地区内外から多くの見物客が訪れ、来場者の目を

楽しませています。 

この度は誠におめでとうございます！ 

今後も末永く活動を続けて頂きたいと思います。 

  

盆栽教室が社会教育功労者として 

感謝状を贈られました！ 

各自治会で啓発活動が行われました！ 
 

早朝から啓発活動をする川原自治会の皆さん 

川柳を募集します！ テーマは自由！作品、氏名、住所、電話番号を公民館事務室まで。楽しい作品待ってます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《差別をなくす人権標語》 うわさより 自分の心 しんじよう 

上津江公民館だより 第１７７号（2020 年４月 15 日） 

すぎっ子こども園入園のつどい 
 

 

４月２日（木）、すぎ 

っ子こども園の「入園 

のつどい」が行われま 

した。 

 今回は新型コロナウ 

イルス感染防止の為、 

規模を縮小し、短時間 

での実施となりました 

が、子ども達は笑顔いっ 

ぱい！ 新入生１名を加 

えた１０名で、令和２年度、 

元気にスタートです！！ 

「ふれあいの里きじや」の皆さんがマスクづくり 
  

４月１４日（火）、雉谷自治会館で、「ふれあいの里き

じや」（代表：早川澄代さん）の皆さんがマスクづくりを

行いました。同会は、現在会員６名。地元産の米・大豆

を使った味噌づくり等を行っている女性グループです。 

「新型コロナウイルス感染症予防の為、何かできるこ

とをやってみよう！」ということで、メッセージを添え

て雉谷地区全戸に手作りマスクを配布します！ 

 

新型コロナウイルス感染予防の為、徹底してほしいこと 
 

１．緊急事態宣言で対象とされた地域への不要不急の移動
を自粛すること。 

２．緊急事態宣言で対象とされた地域から急を要しない日田
市への移動を控え、やむを得ず移動した場合は２週間、
不要不急の外出を自粛し、健康観察をすること。 

３．発熱や風邪症状がある場合は無理をせず仕事を休み、
外出を控えること。 

４．風邪症状があり医療機関を受診する場合は、まずかかり
つけ医等に電話連絡し、症状を伝えること。電話せずに受
診することは控えること。 

５．入念な手洗いや咳エチケットを徹底すること。 
６．「換気の悪い密閉空間、「多くの人が密集する場所」、「近

距離での会話」の３つの条件が重なる場所を避けること。 
７．自覚症状がなく、感染の発見が難しい場合が多い若い方

は、特に慎重な行動をとること。  （日田市ホームページより） 
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